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申請時点の設工認申請書の品質マネジメントシステムの状況 

 

 

当社は，「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準

に関する規則」（以下「品管規則」という。）に基づき，事業変更許可申請書本文

第七号の「使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の整備に関する事項」（以下「本文七号」という。）に，健全な安全文化を育成

及び維持するための活動を行う仕組みを含めた，使用済燃料貯蔵施設の設計，工

事及び検査段階から操作段階に係る品質マネジメントシステムを確立し，実施

し，評価確認し，継続的に改善することを定めている。また，本文七号に従い，

リサイクル燃料備蓄センターにおける保安活動に係る品質マネジメントシステ

ムを，使用済燃料貯蔵施設保安規定品質マネジメントシステム計画として定め，

組織が品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にすること，そのプ

ロセスを組織に適用することを「原子力品質保証規程」に定めている。 

「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」は，本文七号を踏まえ，使用

済燃料貯蔵施設保安規定品質マネジメントシステム計画に基づき，設計及び工

事に係る具体的な品質管理の方法，組織等の計画された事項を記載したもので

ある。 

次頁にこれらの関係を，申請時点の状況と併せて示す。 
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原子力品質保証規程 R24  R25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２（2020）年度 令和３（2021）年度 備考 

     

 

・下部規程の制定に時間を要した 

 

 

 

 

品管規則 

事業（変更）許可申請書本文第七号 

保安規定品質マネジメントシステム計画 

炉規法 
第四十三条の二十 

炉規法 
第四十三条の二十 

炉規法  
第四十三条の八 

設計及び工事に係る 
品質マネジメントシステムに関する説明書 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

※1：2021 年 2 月 26 日の設計及び工事の計画の

変更申請時点では保安規定施行前であった

ため，品管規則反映前の原子力品質保証規程

に基づくものとした。 

 

※2：原子力品質保証規程に記載のない品管規則

の要求事項（検査の独立性，一般産業用工業

品の扱い，偽造品，模造品等の防止対策）に

ついては，直接設工認に記載した。 

 

※3：品管規則を反映した保安規定を 2021 年 4 月

1日に施行しており，これに基づく内容に補

正する。（原子力品質保証規程も改訂 24 から

改訂 25 へ見直した。） 

※1 

社内ＱＭＳ規程体系 

原子力品質保証規程 

（改訂 24） 

二次マニュアル 

三次マニュアル 

原子力品質保証規程 

（改訂 25） 

二次マニュアル 

三次マニュアル 

・検査の独立性 

・一般産業用工業品の扱い 

・偽造品，模造品等の防止対策 

※2 

※3 

▼事業変更許可届 

▼品管規則施行 

▼保安規定認可 ▼保安規定施行 

▼設工認申請 ▽設工認補正申請 
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